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Ⅰ 二つの勅語

正

慶応元年 (1865)5月16日,さきに長州再征のためみずから進発することを触れた将軍家茂

は,老中水野忠精 ･板倉勝静らを従え,幕兵および従軍諸大名を率いて江戸を立ち,上坂の途

についた｡26日には駿府で,天気伺のため入京 ･参内の予定が公表される｡

家茂は閏 5月22日京に着 き,夕刻に参内,｢毛利大膳儀,昨年尾張大納言迄悔悟伏罪之趣申

出候処,其後激徒再発二及ヒ,加之私二家来外国へ相渡,大砲小銃等之兵器多分二取調,其上

密商等如何之所業,確証モ有之候二付進発仕候事1)｣と進発の理由を奏上 した｡その後,天 皇

は家茂に勅語を伝える｡

この場面を具体的に叙述 している最初のまとまった書物は,大正 6年 (1917)に初版が刊行

された渋沢栄一 『徳川慶喜公伝』2)であろう｡ それには次のようにある (カッコ内は青山注｡以下

断わらないかぎり同様)0

天皇口勅に,｢長防の処置は,大坂に滞在 して篤と評議を遂げ,至当の処を言上すべ し,

国家重大の儀なれば軽挙することなかれ,総べて尾張玄同以下,一橋中納言 (慶喜) ･松

平肥後守 (会津容保) ･松平越中守 (桑名定敬)へも熟談すべ し｣と宣 し給ひければ,将

軍謹みて御請をなせ り｡(中略)将軍退朝の後,肥後守関白に謁 して,｢此際特別なる勅書

など賜はる事のなきように｣と申したれども,関白は既に決したる事なればとて,御書取

を下さる｡ 阿部豊後守 (正外)日く,｢朝廷の仰とあれば何事 も御請は仕るべけれども,

さては万機御委任の趣意に副はず,愈今日の仰出されを奉ずべ Lとならば,先づ御委任を
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取消され,然る後天下の政務総べて朝廷より仰出さるるに如かず｣といひて,事むつかし

くなりければ,遂に勅書は大納言 (尾張玄同)以下に拝見せしめたるのみにて,其侭関白

に返上せ り｡

按ずるに,本文にい-る御書取は今伝はらざれども,口勅と同じ御趣意なるべし｡然る

に随資卿手録に,此時の勅書として左の文を載す,日く,｢朕欲召長門父子,而不至時

則伐之｡朕欲召長門父子,汝礼之而無辞則諌之｡朕欲召群落,汝滞京洛,依所衆言之帰

而期課罰｡汝退而撰於善此三者｡｣而して開国起原に載する所は又小異あり,執れも文

字に誤謬あるものの如 く,措辞も又怪しむべし,続愚林記 (嵯峨実愛日記)に之を関白

の染筆となせども亦確ならず,姑く疑を存す｡

つまり,長州の処置については大坂に滞在して,諸藩と評議せよという内容の勅語が出された

と述べているのだが,その一方,それとは異なる,長州藩主父子を呼び出して,場合によって

は諌伐せよといった内容の3か条の勅書が出されたとする史料もあり,疑問が残るとしている

のである｡

『徳川慶喜公伝』が指摘したこの疑問は,その後の幕末史研究で,どう扱われたのだろうか｡

昭和16年 (1941)に初版刊行をみた維新史料編纂会編 『維新史』3)についてみると,｢朝彦親王

日記｣を典拠としつつ次のように記している｡

尋いで常御殿に於いて天盃を賜 り,更に子刻頃 (夜十二時頃一原文割注)御小座敷に於いて

次の如き勅語を賜った｡

一,為天下国家其方先祖厚致尽力,二百有余年之太平ヲ開候｡今其方代二当,国家如何

之形勢,偽致勘考天下太平二至ラシムルノ策急度可致施行之事｡

一,防長之所置,遂衆議言上之事｡

-,滞坂可有之,無左ハ諸藩人心折合兼,諸説マテマテ且其内離間説去年来モ種々相生,

併先此度上京二相成天下幸,偽此度之滞坂天下之為,公武一途之政二可取計,其辺勘

弁之事｡

一,玄同 (尾張茂徳)以下,且一会桑等ヘモ総テ談候様之事｡

ここでは,明快に将軍滞坂 ･諸藩衆議を命ずる勅語が出されたとしている｡ 周知のように 『維

新史』は,そのイデオロギー的な性格はともかく,事実の考証面に関するかぎり,おおむね信

用できるし,現在に至るまでもっとも豊富な事実内容を叙述した書物である｡ その記述になら

ったとばかりは言えないが,この時出された勅語がこのようなものであったということについ

ては,まず定説化 しているといってよいだろう4)｡
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しかし,『徳川慶喜公伝』が指摘 していたような,それとは異なる勅語が出されたと伝える

史料は,のちに詳 しくみるように,同書があげる ｢随資卿手録｣や ｢開国起原｣以外にも存在

する｡ 結論めいたことを先取 りしてしまえば,『維新史』の記述は事実として誤 りではない｡

『維新史』の編者は,関連史料を検討し,そのことを承知のうえで,さきのように記述してい

るのである｡ だが,それにしても2つの勅語が,なぜ史料のうえに存在するのか,さらには,

その事実は当時の状況のなかでどのような意味を持っていたのかという疑問は,依然として残

るだろう｡ 以下,本稿では,そうした点に関わる問題について考えてみたい｡

Ⅲ 参内の場景

ごく一般的にいって,将軍に対 し勅語が出された場合,たとえ一方が誤伝であるとしても,

わずかな字句の異同ではなく,内容がはっきり異なるものが2通り伝わるというケースは稀で

あろう｡ なぜ,そうした事態が生じたのか｡一つの理由は,天皇 ･朝廷側と将軍 ･幕府側との

応接のあり方にあると思われる｡ 参内の場景をみてみよう｡

そもそも,この時の参内に際しては,天皇が何らかの意思表示を行なうことは当然として,

それを文書化 (勅書)するか,口頭での伝達 (勅語)にとどめるか,などの点をめぐって,棉

軍入京以前からひと悶着あった｡この点は,『続再夢紀事』慶応元年閏5月24日条5)に詳 しい｡
めんじゆ

同日,毛受鹿之介が内大臣近衛忠房を訪問して,参内の状況を尋ねたことに対する近衛の答え

である｡長文なので,要約しつつ,まとめてみよう｡

17日に近衛が,関白二条斉敬の許に至り,将軍が長防征伐として進発するとのことだが,

去年の禁門の変についてはすでに征長が終了しており,あとは処分が残っているだけなの

に,さらに征伐するとはどのような理由によるものか不審である,したがって参内の際,

将軍に糾すべき事項などをあらかじめ議定しておいたほうがよいだろうと述べたところ,

関白も同意し,評議の末,｢大樹公上着参内の際,辰翰を以て,防長処置は滞京 して評議

を遂け,公平無私の処置坂を言上す-し,叉征伐は国家の大事なれは軽挙すへからすとの

御主意を仰降さるる事に内決し｣た｡そこで,翌18日に会津谷保 ･桑名定敬にそのことを

伝えたところ会桑は,｢今般将軍の上坂する事になりLは専ら長防征伐の為なり,然るに

滞京云々又は軽挙すへからすなと仰降されては恰もその挙を停止せらるるに異ならす (中

略)参内の際は何事なく御済しある様願ひたし｣と主張して譲らず,結局のところ20日に

なって,｢辰翰を勅語に改め,又滞京を滞坂に換へらるるに定まりたり｣｡かくて22日に将

軍が入京,参内したところ,諸儀式に時間がかかり,23日暁になってもまだ勅語 (の書

付)が出なかったので,会桑 ･老中は安堵していたが,ついにそれが出されると,老中阿
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部正外がとくに強く難色を示したので,｢止を得す,勅語の御書付を (関白)殿下の御手

許に引揚らるる事にな｣つた｡

要するに,17日時点で朝廷では勅書を下すことに内決していたが,会桑の抵抗によって,20日

にそれを勅語に改めるとともに,内容を少し修正した｡ところが,参内の際,勅書 (出された

勅語を文章化したもの)が出されたので,幕府側が反発し,結局撤回されたというのである｡ こ

こではとりあえず,18日-20日の間の朝廷側と会桑側との事前交渉をふまえ,参内時の22日～

23日にも上のような経緯があったという事実を確認しておきたい｡

さてついで,22日参内の模様に移ろう｡ この点についてもっとも具体的に分かるのは,議奏

正親町三条実愛の日記同日条6)である｡ 主にこれによりながら,描写してみることにする｡

この日当番であった実愛は,巳半ば過ぎ (午前11時頃)到着した｡関白二条斉敬 ･右大臣徳

大寺公純 ･国事御用掛声宮朝彦親王 ･同常陸宮晃親王 ･内大臣近衛忠房 ･国事御用掛一条実

良 ･同九条道孝らが参会し,また一橋慶喜 ･会津容保らの武士も参上し,評議などがあった｡

申 (午後4時)を少し過ぎた頃,武家伝奏が将軍の待機する施薬院に向かい,上洛慰労の辞を

述べ,帰参ののち,申半ばかり (午後 5時頃)将軍が参内した｡例のように議奏 ･武家伝奏が

出会い,実愛が挨拶の口上を受けた｡

灯がともされる前,天皇が小御所に出御,将軍と対面,進発趣旨の奏上ならびに太刀 ･白銀

二百枚などの進物を受けた｡それが終って一旦天皇は入御ののち,将軍を常御所に召し,｢二

献之儀｣があった｡いわゆる天盃頂戴である｡ ついで小御所下段において,この度の山陵修補

の功をもって,秀忠 ･家光に神号を賜う旨が伝達された｡

この後,関白以下,国事掛 ･議伝両役などを御前に召し,将軍へ仰せ渡すことそのほか差し

迫ったことについて,｢少々衆議｣があった｡

それも終ったのち将軍を小座敷に召し,茶菓を賜り,関白 ･早宮などが相伴 して ｢懇々御談

話等｣があった｡ここで初めて天皇から将軍に対し,次のような発言がなされる｡

長防之儀所置,滞在干華城,篤と遂評議,公平至当之処言上可有之,国家重大之儀二付可

無軽挙,又右等之趣尾張前新大納言 (今日随従参内一原文割注)一橋中納言 ･会津中将 ･桑

名少将其外えも可申開｡

将軍は,この勅語を承ったのち退出,ついで勅語の趣を心覚えとして関白が書き留めて渡そう

としたが,わけがあって尾張茂徳以下が拝見したうえで,関白へ返上された｡将軍が御所を退

出したのは,明け方であった｡

実愛日記から,その場景を描写してみると大体こういうことになる｡ 小座敷で天皇が ｢懇々
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御談話｣のうちに行なった発言がすなわち勅語であり,それは直前に朝廷内での ｢衆議｣を経

たものであった｡内容的には,『維新史』が引用 していた ｢朝彦親王日記｣の記事とも矛盾 し

ない｡また,その後に渡そうとして返上された書付の内容が,勅語と異なるものであったとい

う形跡もない｡その場に列席していた正親町三条と朝彦が,ともに同じことを日記に書いてい

ることからみても,このとき天皇は,将軍滞坂 ･諸藩衆議の旨を,家茂に対 して述べたと考え

てよい｡

以上のようにみてきたかぎりでは,｢朕欲召長門父子--｣という3か条の勅語が実際に出

されたと考えられる根拠は見当たらない｡しかし,そういった勅語の文言が史料上に残るから

には,まったくの控造とも考えにくいように思う｡ たとえば,昔夢会での質疑応答において,

徳川慶喜と質問者 との間に,次のようなやり取 りがある7)｡

江間 (政発) (前略)公卿の書付を見ますと,陛下の御前で関白をもって給言をお伝えに

なった｡その時には御簾をお掲げになって,そこで云々とあります｡これには三つの箇条

があります｡ もとは漢文で,第一箇条は,｢朕長門父子を召さんと欲す,而して到らざる

時は則ち之を伐て｣,第二箇条は,｢朕長門父子を召さんと欲す,汝糾して而して辞なくん

ば則ち之を課せよ｣(中略),第三箇条は,｢朕群落を召さんと欲す,汝京洛に滞 り,衆言

の帰するところによって而して課伐を期せよ｣とあります｡しかしこれは勅書はお断りに

なっておりますから,この御意味だけを,当時昭徳院様 (家茂)のお耳に関白から入れた

ものだろうと存 じます｡それでその時はそれですんでしまいましたが,これが果たしてあ

ったことであ りますれば--｡

公 (慶喜) それは違うと思う｡ 何でもかねて大樹に委任すということであるから,しか

るべ く扱うようにとお逃げなすった｡たしかそう覚えている｡

江間 これらは今日できる書物では,見適すことのできぬ大切の点で,これが果たしてあ

ったとなると,第一箇条などは誠に幕府にとっては利益のある勅語です｡陛下が詔をもっ
二.こ

て大膳父子を召すから,もし来なかったら貴様討ってしまえ,こうおっしゃる｡極急です

○

公 どうも私考えるに,そうじゃなかったと思うよ｡ かねて御委任のことであるから,し

かるべ く取 り計らえ,その方だろうと思う｡

45年前のことだけに,慶喜の記憶もかなりあいまいである｡ 実際に出された勅語は,委任 して

あるからしかるべ く取 り計らえというものだったというが,いささか事実と異なる｡ 3か条の

｢勅語｣についても,｢それは違うと思う｣といってはいるが,完全には否定 しきれていないニ

ュアンスが漂う｡ 参内当時,何らかの形でこうした内容に関わる事実があったのではないかと
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思いたくなる口ぶ りである｡

おそらく,さきにみたような勅語の伝達とその内容をめぐる朝幕間の錯綜 した経緯とともに,

慶喜の記憶に引っ掛かるような何かがあったのではなかろうか｡ならば,どこでどういうこと

があったのだろう｡ 続いて,この3か条の勅語が記載されている史料を検討 してみよう｡

Ⅲ ｢勅語｣記載の史料

3か条の ｢勅語｣が記載されている1次史料および2次史料は,これまで私が見出したかぎ

りでは次の8点である｡

(1次史料)

① ｢随資卿手録｣

② ｢黒川秀波筆記｣

(彰 ｢吉川経幹周旋記｣

(彰 ｢奇兵隊 日記｣

(2次史料)

⑤ ｢広島藩事蹟要録｣

(釘 『開国起原』

(ラ 『徳川慶喜公伝』

⑧ 『小笠原壱岐守長行』

以下では,これらについて史料としての性格や,｢勅語｣の文言,それが記載されている事

情などを検討 していこう｡

史料① ｢随資卿手録｣ これは原本所在不明で,該当部分のみが 『孝明天皇紀』慶応元年閏

5月22日条8)に収められている｡

後五月廿二日夜二人今上御萎簾二条殿ヲ以テ大樹公へ直二御輪言之由詔書之写 (開国起原

此詔を甘三日とす字句亦小異あり今手録に従ふ一原文割注)

朕欲召長門父子而不至時則伐之

朕欲召長門父子汝礼之而無辞則謙之

朕欲召群落汝滞京洛依所衆言之帰而期諌伐汝退而撰於善此三者

あやすけ

｢随資卿｣ とは,豊岡正三位大蔵卿随資とみて間違いあるまい｡随資は,文化11年 (1814)

2月生で,このとき滴51歳であった9)｡文久元年 (1861)10月2日から同2年間8月24日まで

議奏加勢,同 3年 2月13日から国事参政をつとめたが, 8月18日,政変にからむ同職の廃官に
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ともない,謹慎処分を受けている10)｡将軍参内当時はまだ謹慎中 (慶応 3年正月,新天皇践酢

にともなう大赦により赦免)であり,朝議に参画できる立場になく, したがって,彼が ｢手

録｣に ｢勅語｣を記 しているとはいっても,あくまでも伝聞なのだが,『孝明天皇紀』の編者

にしても,軽視できないものを感じたからこそ,これを収録したのだろう｡ 幕末当時の彼の経

歴などについて,これ以上のことは分からないが,国事参政で謹慎処分を受けた事実からみて,

長州系摸夷派に近い人物と考えられる｡

ほ なみ

史料② ｢黒川秀波筆記｣ これは原本が,国立公文書館蔵内閣文庫に収められている｡ 文久

3年 (1863)から明治元年 (1868)に至る日記体の記録で仝86冊に及ぶ｡個人の備忘 といった

性格の日記ではなく,雑録といったほうがあたっていよう｡ ｢黒川秀波｣の人物は,今のとこ

ろ特定できないが,おそらく旗本級の幕臣ではないかと私は推定 している11)｡同 ｢筆記｣第31

冊から関連部分を引用する｡

I-T-:I
慶応元丑年閏五月廿五日京出,同六月九日江江到着

(aト ,山階宮 ･内府公 ･正親町 ･西辻 ･柳原等,此度長征致し候得者天下擾乱之基故,御不同

意之事

(中略)

(b)一,今度甲冒二而一同御参内之積,閣老調候処,一橋公叱留られ候事

今度大樹公上京以前,一会桑三人朝廷江被申上候者,此節之義二付両者何事も不被仰下候

様,不然候者関東之閣老初メ西 卜被仰出候は東と申様こ,勇向不宜候間,必幕二御任置き

御差図無御座様願上候,是非被仰出候半両者不相叶者私共江被仰付候様,左候ハハ私共よ

り大樹公江可申開候

御答こ,御用宥之候間,上洛致候様御沙汰相成候上者,何事も不被仰出候半而者朝廷不相

立,殊二上洛を不怪進発といふ,甚以不得其意事也｡其後,二条殿下壱人跡々二残 り被居

候時,三人得と被中人候処,殿下之答二者,勅命と申せは重大之事二候間,勅語と申者二

致し,大樹公江直々仰之通を相口,書留叶被渡候,共通二心得候様仰二候

甘二日大樹公御上京,直二御参内相成候,其節勅語□□別紙二有 り,蒙二漏ス

(C)一,勅読之趣,左右大臣書留御渡相成候処,大樹公畏候上,御□□御持下 り,直々閣老衆-

被仰聞候処,閣老衆被中上候者,ケ様之もの御頂戴相成候而者不相済,早々御返上と中上

候中,堂上方 ･閣老方大議論,阿部豊川尤強,公家衆者柳原公,互二議論こ及,ヂ宮 ･内

府公,中二入,一応拝見も不致返上とは閣老甚不埼之申出二候,先拝見致し候上,可然と

被仰,則閣老拝見之上と彼是二面御徹夜二及ひ,大樹公御退出,其後御参内無之,拝領物

等も無之,御暇乞も不中上,浪花二於而勘考可仕と中上置,昨甘四日当地御発輿之事
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(d)一,其跡二両一会桑罷出,昨日之始末二相成,恐入候義二候,前以申上置候得共御用不被下

候故,如此相成候と中上候処,公家方大二立腹こて,関東の為宜候へハ朝廷不相立候共不

相構候哉と叉候議論次第相増候

(中略)

(eト ,慶応元丑年閏五月廿二日御参内之節,勅語御書取

今度致進発候二付而者浪花二相止,名分条理相正,可致奏聞

右之通,尾張玄同 ･一橋 ･桑名 ･会津江も可申開候

文章はまだ続 くが,長文になるので,ここで一旦切って検討を加えておこう｡ 確認しておくと,

これは閏5月25日京都発 6月9日江戸着の書簡の 1節である｡ 差出人および厳密な宛先は共に

不明だが,公文書に近い性格のものかと思われる｡

中心になる(b)･(C)の条は,将軍上京 ･参内に際し,勅書か勅語かをめぐる朝廷側と一会桑と

の事前交渉,また参内当日の勅語書付の受取 りにかかわる混乱などを報 じた部分であり,内容

的には,さきに前節で引用した 『続再夢紀事』の記述とほぼ一致している｡ やや異なるのは,

『続再夢紀事』では,事前交渉で口頭伝達のみとすることで一応合意 したように読み取れるの

に対 し,この書簡では,｢書留｣たものを渡すことになったとしている点である｡ しかしそれ

ち,形式を踏んだ勅書とは違うものだから,両者の記述内容を比較 した場合,とりたてて問題

にすべきような相違ではあるまい｡

また,(e)の条 ｢勅語御書取｣の内容も,文言が簡略化されているようだが,将軍滞坂 ･評議

を命じたものである｡ したがって,ここまでなら問題とすべき点はみあたらない｡ところが,

この書簡には続いて次のように書かれている｡

一,慶応元乙丑年

閏五月廿二日夜二人

今上御皆簾,二条下猶以大樹公江御直二御倫言之由二御座候

朕召長門父子而不至時伐之

朕欲召長門父子汝礼之而無評則諌之

朕欲召群上音汝滞京洛依而衆言之帰而期諌伐 善乎撰汝退而三育

御製

二百歳の野間の庵の姫小松

千代 しるかれと頼みうへしか

此書付,御所辺より内々写取,其侭奉入貴覧候
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ここで3か条の ｢御倫言｣が出てくるのであるが,書簡の筆者もその信悪性を疑っている様子

がうかがえる｡ 誤字 ･脱字と思われる箇所も多く,それほとりもなおきず,この文言が数回の

転写を経ていることを物語っていよう｡ もっとも,｢閏五月甘二日夜二人--｣以下の前置き

の文言がきわめて似かよっていることからみて,もとは史料① ｢随資卿手録｣から出ているの

ではないかと思われる｡ ｢御製｣は ｢随資卿手録｣にあったのかどうか,『孝明天皇紀』での

｢手録｣引用が限定されているため,直接には判断がつかない ｡

史料③ ｢吉川経幹周旋記｣ これは,日本史籍協会叢書を用いるが,その慶応元年 7月29日

条12)に次のようにある｡

一,山口於政事堂七月廿三日御国政掛 り中村文右衛門より山田石門借用,写取候書簡之写

弐通,今日到来,左ニ

(桂小五郎あて中岡慎太郎書簡 略)

-,八木龍蔵より桂小五郎江之手紙写し左ニ

(前略)上回之形勢ハ最早御承知可被成候得共,先月廿二日大樹上洛直様参内仕候処

別紙之通之勅答,廿四日大樹下坂 (中略)

六月甘七日 八木 龍蔵

桂 小五郎様

(中略)

別 紙

勅答二は礼間之筋三ヶ条二出候得共幕府之眼目,山口城取御再造 ･御両殿御恭順中御出

発二相成候二条詰問之積二相見申候,何れ共御社稜は御自国之カニある而己こ候間,

無油断応機之御策略願敷存上候

慶応紀元乙丑五月廿三日

今上御皆簾二条殿ヲモッテ大樹公江御輪言之由

詔之写

朕召長門父子而不至時則伐之,朕欲召長門父子汝礼之無辞伐之,朕欲召群落汝滞京洛依

而期課伐,則之善乎撲汝良而此三者

くるとせの野間の毒の姫小松

千代 しるかれとたのみう-しか

御 製

右之通候事
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このように京都の情勢を報 じた桂あて八木龍蔵 (北垣国道)13)書簡に, 3か条の ｢詔之写｣

が例の ｢御製｣とともにみえるのだが,｢吉川経幹周旋記｣ではその ｢詔之写｣の頭注に次の

ような記載がある｡

(原朱)本文詔 ノ写ハ政事堂ヨリ相渡候訳こも無之,八木より差越候物欺不相分候得共,

町方二有之候間差越申候

この頭注は,おそらく山田右門が山口から岩国へこの書簡などを情報として送った際に,付 し

た言葉かと思われる｡ それにしても意味のはっきりしない言葉である｡解釈 しうるかぎりで言

えば,この ｢詔ノ写｣は山口市中で収集 した情報ということになりそうだが,それならなぜ八

木書簡に付属 したような形になっているのか理解に苦 しむ｡原本の体裁などを確認 しない限り,

判断がつかないが,八木書簡とは本来は別の文書なのであろうか｡いずれにしても, 6-7月

頃の時点で,長州側にこの勅語が真偽不明ながら情報として流れていたことだけは,間違いな

いといえる｡

史料④ ｢奇兵隊 日記｣ ここでは,京都大学付属図書館蔵尊壊堂文庫所収の原本を用いる｡

｢奇兵隊日記｣には日々の活動状況を記録 した日条記載の冊子のほか,集めた情報類を合綴 し

たとみられる ｢叢書｣と題された別冊があり,その ｢叢書 乙丑後月改之第三冊｣中に次のよ

うな記載がみえる14)｡

(慶応元年)七月甘三日高森こおゐて召捕候間者也

香

弐

京洲崎元吉悼

和太郎

諸人夫進藤相模守中番
人津谷町生

高橋寛次

ヂ宮御近習
廿四五歳

谷口監物

外二人迫々入込候由,親も馬関迄通行,船二両備の尾道二而宿有之,三人相会候約束

一,長州謀逆か正義か探索之事

一,岩徳召登せ-ヶ国取上ケ之申渡,若不承知なれハ斬首

一,八月二日京発足,勅使大原卿 ･難波殿 ･うら辻殿 ･一橋公,四人下向-引継,幕兵押

来候由也

とりあえず,ここで切ってみよう｡ 7月23日,岩国領と本藩領の境にある高森番所で,潜入し
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ようとした間者 3人を捕らえたという記事である｡ このあとに,ヂ宮近習を称する谷口監物と

いう人物の ｢憤而正記一札之事｣という文書が筆写されている｡

長文であるうえ,誤写と思われる箇所が多 く,京都情勢などについても内容的に信頼の置け

ないものなので,大部分の引用を省略するが,体裁を確認する意味で最後の部分から引用 して

おく｡

(前略)方今於京師正義之事語候節は死地に臨んと欲す,是より正義を語るもの,尤右京

摂間二居る所の諸侯は殊二因循と相察申候,二条殿御免職之所,御辞職急二相成候,是ハ

全 く中川宮会薩一橋之所成と相考候

京都間ノ町二条上ル
洲崎元吉悼義彦

谷口監物

朕欲召長州父子而不至則伐之

朕欲召長州父子而汝礼之而無辞則諌之

朕欲召郡藩汝滞京洛而依衆言所帰期伐則善乎汝退而撰此三者

右賜将軍

論旨之由

このように谷口の ｢一札｣に続けて, 3か条の ｢給旨｣が記載されている｡ このあとに続 く記

事は丁と紙質が替わっているうえ,全 く別件なので,この ｢輪旨｣は谷口が ｢一札｣ に付属 し

て提供 した情報なのであろう｡ もっとも奇兵隊側にしても,これを信用 したわけではなさそう

だ｡というのは,谷口の一件に先立って (6月中と思われる),出所の明らかな正 しい情報が

すでに伝えられていたからである｡ 念のため,同じ ｢叢書 第三冊｣にみえる関連記事15)をあ

げておこう｡

勅語御書取

一,今度防長処置滞坂二而遂評議公平至当之処置言上之専

一,国家重大之儀軽挙無之様之事

-,玄同以下一会桑江も右之趣可申聞置候事

以上

此書付閏五月廿三日朝出ル正親町殿御筆と大脇 (弥五右衛門 ･筑前藩士カ)相晒 し居申候

この内容は,実際の勅語そのものであり,引用は省略するが,この後に記載されている京都情
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報 も確度の高いものである｡ 谷口の情報は,やはり真偽不明の風聞として扱われたのだろう｡

3か条の ｢勅語｣が記載されている1次史料は,以上のとおりである｡史料(∋ ｢随資卿手

録｣を除けば真偽不明の扱いだが,慶応元年 6-7月時点の京都 ･江戸 ･長州でほぼ同時にこ

の｢勅語｣と称する文言が流布 していたことは事実なのである｡ついで,2次史料の検討に移

ろう｡ ただし,あらかじめ断わっておけば, 1次史料の検討を上回るような知見は得られなか

ったから,あくまでも参考程度である｡

史料(9 ｢広島藩事蹟要録｣ この書物については,原本の所在や成立時期などを確認できな

いが,『国書総目録』に写本の存在があげられていることからみて16),慶応 3年までには成立

していたと考えられる｡ 関連する部分の記事は,東大史料編纂所蔵 『大日本維新史料稿本』慶

応元年閏5月22日条に収められているので,そこから引用してみよう｡

閏五月二十二 日将軍家入京し,直に参内せられLに,京都に於ては先に幕府が遠に長州再

征の師を起こすと聞き,不審を抱き,二条関白は此事を一橋家に質されLに卿は,臣京都

に在るを以て其子細を知ること能はずと答-たれば,将軍家参内の時其の事情を推間せら

る｡ 将軍は,大勝既に服罪せるも激徒の窃に非挙を企つるあり,また外人と結託 して兵器

を購入するを以て不問に附する能はずと奉答せられしかば,朝廷より,兵は凶器にして軽

卒に動かすべ きものにあらず,暫 く京坂の間に駐在して其罪を糾し,処分を為すべ Lと仰
(ママ)

渡されけるにぞ,其旨を記して下し賜はりたりしと乞はれしかば左の勅諭を賜ふ｡

朕欲召長門父子而不至者則伐之,朕欲召長門父子汝糾而無辞則諌之,朕欲召群落汝滞

京洛依衆言之所帰謙伐之,善乎撰汝退而以三者決

此の勅諭に対 しては幕吏の間に-場の紛議を生じたれども勅命に戻る能はずして,二十五

日将軍家は大坂城に入られ,一橋会津の両侯も下坂 して衆議を尽し,兎も角も長藩末家の

者を召 し寄せ,其軍備を修め,外人に親む二件を糾問すへ しとて勅裁を経て九月二十七日

を期限とし,末家及吉川監物を召し寄する事に決せ り｡

ここでは,将軍参内時に3か条の ｢勅諭｣が出され,それを請けた幕府側は ｢衆議を尽 くし｣,

支藩主および吉川監物を長州側から呼び寄せることに決したと述べている｡ ｢勅諭｣について

は,何を根拠に叙述しているのか明らかでないが,支藩主らの召喚が命 じられるのは事実であ

り,それが勅命に基づ くものというとらえ方は,案外幕末当時からあったのかもしれない｡

史料⑥ 『開国起原』 数種類の版があるが,講談社版 『勝海舟全集 19』17)から引用する｡
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(第四十七草)第八節 将軍参内の節の勅語

同 (閏五)月二十三日午刻,東海道より上洛,即日参内,二条殿を以て,左の勅語あり

朕,長門父子を召さんと欲す｡而して至らざれば,則ちこれを伐て｡

朕,長門父子を召さんと欲す｡汝これを礼して辞なくば,則ちこれを課せ｡

咲,群藩を召さんと欲す｡汝,京洛に滞り,衆言の帰するところによりて,課伐を期せ｡

汝,退きて,善さを此の三者に撰べ｡

史料出典は不明であり,また,実際の勅語のほうは収録されていない｡といっても,編纂者の

海舟が,本当にこの勅語を正当なものとして採用したのかといえば,それはいささか疑問であ

る｡ 『開国起原』の成立は明治24年 (1891)だが,その当時の政治状況と彼の政治姿勢を考え

ると,薩長藩閥政治に対する皮肉をこめて,問題があることは承知のうえで,海舟はあえてこ

の ｢勅語｣を採用 してみせたのではなかろうか｡

史料⑦ 『徳川慶喜公伝』 さきに本文で引用し,史料出典が ｢随資卿手録｣であり,『開国起

原』を参照していることも明らかなので,とくに繰り返すことはない｡

史料⑧ 『小笠原壱岐守長行』 この書は,同書の編纂会から昭和18年 (1943)に刊行された

小笠原の伝記である｡私が利用したのは土筆社版 (1984年復刻)だが,同書 ｢第六編 開港顛

末と征長論｣333頁 8行目から334頁5行目までの記述は,さきの史料⑤ ｢広島藩事蹟要録｣の

引用部分と全 く同文である｡ 成立時期から判断するかぎり,『小笠原壱岐守長行』が ｢広島藩

事蹟要録｣を引用 したものと判断せざるをえないが,あるいは両者ともに同一史料を引用した

といった,ほかの可能性もないわけではなく,詳しい事情などは不明である｡

以上のように, 2次史料については,3か条の ｢勅語｣伝達を事実として叙述している例が

あることを確認できるだけで,内容的にはとくにみるべきものがない｡

Ⅳ 情報の流布ルー ト

どのような事情でこの3か条の ｢勅語｣が史料上に残ることになったのか,という問題にか

らんで,これまでの検討をふまえながら,この ｢勅語｣が情報として流れたルートについて推

定してみよう｡

当時の流布ルー トだから,検討対象は1次史料に限られる｡ 検討材料の一つとして,煩を厭

わず,各史料にみえる3か条の ｢勅語｣文言の異同を一覧の形で確認しておく (史料名は適宜
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略記)｡

第 1条

史料① ｢随資卿手録｣ 朕欲召長門父子而不至時則伐之

史料② ｢黒川筆記｣ 朕 召長門父子而不至時 伐之

史料③ ｢吉川周旋記｣ 朕 召長門父子而不至時則伐之

史料④ ｢奇兵隊日記｣ 朕欲召長州父子而不至 則伐之

第 2条

史料(∋ 朕欲召長門父子 汝礼之而無辞則諌之

史料(∋ 朕欲召長門父子 汝礼之而無評則諌之

史料③ 朕欲召長門父子 汝礼之 無辞 伐之

史料(彰 朕欲召長州父子而汝礼之而無辞則諌之

第 3条

史料① 朕欲召群 落汝滞京洛依所衆言之帰而期諌伐,

史料② 朕欲召群上藩汝滞京洛依而衆言之帰而期課伐,

史料③ 朕欲召群 藩汝滞京洛依而 期課伐,

史料④ 朕欲召群 落汝滞京洛而依衆言所帰 期 伐,

汝退而撰於善此三者

善乎撰汝退而 三脊

則之善乎撰汝良而此三者

則 善乎汝退而撰此三者

この異同対照一覧から,次の諸点を指摘しうる｡ 史料① ｢随資卿手録｣がもっとも文意が整

い,誤字もないことからオリジナルに一番近 く,反対に史料③ ｢吉川周旋記｣がもっとも誤

字 ･脱字などが多く,オリジナルから一番遠いと考えられること｡ また,史料② ｢黒川筆記｣

以下では,第3条後段に ｢善乎撰｣の字句を含むパターンがみられるが,このことは,史料②

～史料④の直接の情報源が同一の系列である可能性をうかがわせること｡

以上の点を念頭においたうえで,検討を進めよう｡ 状況的に考えても,史料① ｢随資卿手

録｣が本来の情報発生源にもっとも近い位置にあるのは明らかである｡ ついで,さきに前節で

も触れたように史料② ｢黒川筆記｣が,前置き文言が似かよっている一方,第3条後段の字句

がはっきり異なることからみて,もとは ｢手録｣から出たものが,さらに転写を経ていると思

われる｡ また,史料③ ｢吉川周旋記｣は,やはり前置き文言が似かよっていること,さらに

｢黒川筆記｣にある ｢御製｣が付属 していることから考えて,もとの情報源は ｢割 lI筆記｣と

同じとみるのが自然である｡ といって,黒川側-の直接の情報提供者と吉川 (長州)側へのそ

れが同一ということは考えにくい｡となると,つまり ｢随資卿手録｣からもう一段階以上を経
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たレベルで黒川ルー ト (幕府系と推定)と吉川 (長州系)ルー トの2つに別れて流れ出たもの

とみてよいのではなかろうか｡

もっとも,｢随資卿手録｣からさらにさかのぼる原典が存在すれば,上の推定は崩れるが,

それでも豊岡随資周辺から出ているには違いなかろう｡ 人的ルー トの面だけで考えれば,長州

系撲夷派とみられる豊岡随資から八木龍蔵 (吉川ルー ト)へ流れるケースが一番自然なのだが,

それにしては,史料③ ｢吉川周旋記｣は誤字 ･脱字などが多すぎるのが気にかかる｡

史料④ ｢奇兵隊 日記｣は,間者として捕縛された谷口監物が提供 したとすれば,奇兵隊側に

とっては偶然に入手 した情報であり,もとの情報源を想定 しにくい｡谷口が早宮朝彦親王周辺

の人物であるのなら,本人が入手 しうる可能性はそれなりに高いともいえる｡ また,｢善乎撰｣

の字句を含むパターンに入ることを考えると,｢随資卿手録｣からはやはりワンクッションを

経ているのであろう｡

以上の整理を図式化すると,次のようになろう｡

ノフT ｢黒川筆記｣

情報発生源- ｢随資卿手録｣- 不特定情報源- ｢吉川周旋記｣

＼ゝ ｢奇兵隊日記｣

このようにみて くると,あらためて言うまでもないことかもしれないが,本来の情報発生源

が朝廷内にあ り,い くつかのルー トを経て流れ出て,史料(∋～④に記載される結果になったこ

とが確認できるだろう｡ とくに長州にとっては,いやがうえにも神経をとがらせたくなる情報

であ り,｢吉川周旋記｣ ･ ｢奇兵隊日記｣の両方にそれぞれ異なる形で記載されたことも,そ

の意味からすればあながち偶然とばかりは言えないだろう｡

V 成立の事情

では最後に,朝廷内でどのようなことがあり,この ｢勅語｣が一見まことしやかに伝えられ

ることになったのかという問題についてまとめておこう｡ しかし,断定する事はやはり困難で

ある｡ 想定できることとして,次の3点のケースをあげておきたい｡

(1) 朝議の原案か

ここで想起 して もらいたいのは,さきにⅡ節で引用 した 『続再夢紀事』 とⅢ節で引用 した

｢黒川秀波筆記｣にみえる,朝廷側 と一会桑側 とで行なわれた事前交渉の経過である｡両者を

合わせて,もう一度まとめておけば,次のようであった｡

閏 5月17日時点で,内大臣近衛忠房の提案を関白二条斉敬がうける形で評議が成され,｢大

樹公上着参内の際,辰翰を以て,防長処置は滞京 して評議を遂け,公平無私の処置振を言上す

- し,又征伐は国家の大事なれは軽挙す-からすとの御主意を仰降さるる事に内決し｣た｡と
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ころが18日以降,一会桑側が反対 したため20日になって,｢辰翰を勅語に改め,又滞京を滞坂

に換へらるるに定ま｣つた｡

その上で,あらためて3か条の ｢勅語｣をみよう｡ ｢随資卿手録｣からの引用である｡

(1)朕欲召長門父子而不至時則伐之

(2)朕欲召長門父子汝礼之而無而則諌之

(3)朕欲召群藩汝滞京洛依所衆言之帰而期諌伐,汝退而撰於善此三者

実際の勅語は,｢防長之所置,遂衆議言上之事｣ ･｢滞坂可有之｣を中心とするものであった

(｢朝彦親王日記｣)｡比較してみると,｢勅語｣の(3)条 ｢滞京洛｣を ｢滞坂｣ にかえた内容に,

ほぼ合致するといってよいだろう｡ ひるがえって考えると,この ｢勅語｣は,17日時点で朝廷

内部で評議された原案のようなものとみることができるのではなかろうか｡つまり,この3か

条の内容を申し渡すという原案に修正が加えられ,結局(3)に絞られたうえ,さらに文言の一部

修正が成されて,実際の勅語になったとみるのである｡

(2) 天皇の個人的意見か

しかし,(1)のケースを想定した場合,ネックとなるのは,｢随資卿手録｣が前置きとして,

｢後五月廿二日夜二人今上御襲簾二条殿ヲ以テ大樹公へ直二御給言之由｣と書いていることで

ある｡ 本当に(1)のケースとすれば,これは随資の書き間違いかあるいはそもそも誤った情報を

得たものと考えるしかない｡

反面,この文言にこだわるとすれば,実際に天皇が家茂に対してこう言ったと考えることに

なるが,内容的には事前交渉での合意に反するわけだから,天皇の全くの個人的意見とでもい

うしかない｡天皇自身は,少なくとものちの第2次征長戟争当時の言動からみると,長州征討

にかなり積極的なことは明らかだし,茶菓を前にしての ｢懇々御談話｣の席でもあってみれば,

こうした発言をしても決して不自然ではない｡あるいは,いかにも天皇が言いそうなことだと

いう一般的な共通認識があって,それが,この ｢勅語｣情報に迫真性を持たせたのかもしれな

い ｡

(3)参内当時の ｢衆議｣事項か

もう1つの可能性は,さきにⅡ節で正親町三条の日記を通してみたように,常御所での天盃

頂戴のあと,将軍を小座敷に召すまでの問,｢殿下以下国事掛両役等,各召子御前,大樹へ被

仰下之儀其外差懸候事共少々衆議｣があった時である｡ ｢大樹へ被仰下之儀｣はすでに決まっ

ているはずだから,直前になってまた ｢衆議｣というのは,ここで以前の議案を蒸し返したの

かもしれない｡

やや不自然な想定だが,このケースを否定しきれないのは,｢随資卿手録｣の前置きと ｢勅

語｣とが比較的に無理なくつながると思えるからである｡ つまり随資は,｢衆議｣事項と勅語

とを混同したことになり,誤聞の類にかわりはないが,現実の ｢衆議｣と勅語伝達との間にほ
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とんど時間差がないのだから,朝議の席にいない彼としては,誤聞も無理からぬではないか｡

以上のように, 3点のケースを想定してみた｡この奇妙な ｢勅語｣をめぐる問題は,とりた

てて論ずべきものではなかったかもしれない｡しかし,少なくとも 『徳川慶喜公伝』や 『小笠

原壱岐守長行』の編纂者をはじめ,後世の歴史家を迷わせるに足るだけの,慶応元年夏の混沌

とした場景をかいま見ることだけはできたと思う｡

1) ｢国事文書写｣ 『孝明天皇紀』第5(吉川弘文館 1969年)567頁｡

2) 同書第3巻 (平凡社 1967年)155-156頁｡

3) 同書第4巻 (吉川弘文館 1983年復刊)397頁｡日本史籍協会叢書 『朝彦親王日記』1(東大出

版会 1982年復刊 )283-286頁,参照｡

4) 現代の研究では,松浦玲氏がこの疑問に触れている｡氏は,校訂にあたった 『勝海舟全集19 開

国起原Ⅴ』(講談社 1975年)の解題で,｢上京参内した家茂が聞かされた勅語は,『一,防長の所

置は衆議を遂げ言上の事 (以下略)』等々であったとするのが通説で,"長州をもう一度伐で'では

なかったはずである｡しかし,少数ながら,第8節に掲げてあるような勅語を記載している史料も

あり,どこでどうなったのか疑問が残る｣と述べている (同書 802-803頁)｡

5) 日本史籍協会叢書 同書4(東大出版会 1974年復刊)198-202頁｡

6) 日本史籍協会叢書 『嵯峨実愛日記』1(東大出版会 1972年復刊)237-238頁｡

7) 渋沢栄一編 ･大久保利謙校訂 『昔夢会筆記』(平凡社 1966年)218-219頁｡

8) 同書第5 569頁｡

9) 大賀妙子校訂 ･編集 『幕末公家集成』(新人物往来社 1993年)229頁｡

10) ｢公武重職補任｣ (『維新史 付録』)参照｡

ll) 黒川備中守 (のち近江守)盛泰ではないかと思われるが,確証を得ていない｡盛泰は,安政 5年

2月から文久 2年11月まで目付,町奉行,小姓組番頭を勤め,一時差控処分ののち,元治元年 9月

から慶応 3年 8月まで大目付 (慶応元年正月以来,勘定奉行兼帯)に任じており,幕府中枢の情報

を入手しうる立場にあったことは確かである｡

東大史料編纂所編 『大日本近世史料 柳営補任』(東大出版会 1965年)参照｡

12) 同書 3(東大出版会 1970年復刊)489-495頁｡

13) 八木龍蔵こと北垣国道は,但馬出身の壊夷浪士で,文久3年生野挙兵に加わり,長州に走ったの

ち,鳥取藩士 となった｡木戸とは,かなり接触があったようである｡ 『池田慶徳公御伝記』3(負

取県立博物館 1988年)79頁,など参照｡

14) 刊本ならば,日本史籍協会叢書 『奇兵隊日記』4(東大出版会 1986年復刊)52-56頁｡誤植な

どは,とくにみあたらないが,丁替え ･紙質の違いなどは当然ながら確認できない｡原本では,こ

の ｢給旨｣は半丁分の全面を用いて比較的大きな文字でしっかりと記されており,それなりの緊張

感を以て記録されたことをうかがわせる｡

15) 刊本 『奇兵隊日記』3 663-664頁｡

16) 同書補訂版第6巻 (岩波書店 1990年)851頁｡

17) 『勝海舟全集19 開国起原Ⅴ』575頁｡

(追記) 初校の校正後,日本史籍協会叢書 『中山忠能履歴資料』にも ｢勅語｣が御製とともに収録さ

れていることを知った (同書 7,65頁)｡本稿の論旨に特に影響はないが,参考までに記しておく｡
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